
女川町告示第３号 

 

入 札 公 告 

 

制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。

以下「令」という。）第167条の６及び女川町建設工事執行規則（昭和39年女川町

規則第８号。以下「規則」という。）第６条の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和８年１月 30日 

 

                       女川町長 須 田 善 明 

 

 

１ 入札に付する工事 

(１) 工 事 名  旭が丘地区老朽管布設替小規模簡易ＤＢ工事 

 (２) 施 工 場 所   牡鹿郡女川町旭が丘一丁目地内ほか 

 (３) 工 事 概 要  施工延長 ΣＬ＝520.0ｍ 

            小規模簡易ＤＢ 

             DIP(GX)φ150㎜ Ｌ＝260.0ｍ 

DIP(GX)φ100㎜ Ｌ＝260.0ｍ 

給水管 PPφ20㎜ Ｎ＝23戸 

 (４) 工 事 期 限   契約日の翌日から令和８年３月30日までとし、令和

８年度に繰越す予定である。 

 (５) 予 定 価 格   事後公表 

 (６) 最低制限価格  以下の算式により算出された金額とする。 

             直接工事費×0.97＋共通仮設費×0.9 

＋現場管理費×0.9＋一般管理費×0.55 

ただし、最低制限価格が予定価格の75％未満の

場合は、予定価格の75％とし、予定価格の92％超

過の場合は、予定価格の92％とする。 

 (７) 支 払 条 件   前払金有り 

 (８) 契 約 締 結  規則第19条第１項の規定により落札から７日以内に

契約を締結するものとする。 

 (９) その他条 件  本工事は、水道事業における管路ＤＢ方式による工

事であり、資料「上水道事業における概算数量設計に

よる小規模簡易ＤＢ発注方式試行実施要領」により

実施するものである。 

 



２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  規則第５条第３項の規定に基づく令和７・８年度建設工事入札参加資格承

認を受けている業者で、下記の要件を満たすこと。 

 (１) 事業所の所在地に関する条件 

    女川町内に契約権のある本社（店）、支社（店）又は営業所等（建設業

法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条第１項に規定する

もの）を有すること。 

 (２) 経営事項審査結果等に関する条件 

    法第27条の23第１項に規定する「水道施設工事」の総合評定値が550点

以上かつ一級技術者が１人以上所属し、特定建設業又は一般建設業の許

可を受けていること。 

(３) 配置技術者に関する条件 

    主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。ただし、建設業法

施行令（昭和31年８月29日政令第273号）第27条第２項に定める専任の主

任技術者の兼務の要件は、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いにつ

いて（平成26年２月３日付国土交通省土地・建設産業局建設業課長通知）」

に従い、取扱うこととする。 

 (４) 女川町から建設工事有資格業者に対する指名停止要領（平成２年女川

町訓令甲第２号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

 (５) 令第167条の４第１項及び第２項各号の規定に該当しないこと。 

 (６) 女川町の契約に関する暴力団等排除措置要綱（平成20年女川町訓令甲

第26号）に規定する次のいずれかに該当するときは、本入札に参加するこ

とはできない。 

  ア 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は、非常勤役員を含む

役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場

合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合

は、その者並びに支配人及び営業所の代表者）が暴力団である場合又は暴

力団員が経営に事実上参加していると認められる者。 

イ 入札に参加しようとする者又はその役員が、自社、自己若しくは第三者

の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、

暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団等」という。）の威力を利用す

るなどしていると認められる者。 

ウ 入札に参加しようとする者又はその役員が、暴力団等又は暴力団等が経

営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提

供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は

関与していると認められる者。 

エ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難

されるべき関係を有していると認められる者。 



オ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知 

りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められる者。 

 

３ 入札手続等 

 (１) 入札担当課 

   担当課名：女川町上下水道課 

   電話番号：0225‐54‐3131（内線281・282） 

   郵便番号：986‐2265 

   所 在 地：牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ 女川町役場庁舎２階 

 (２) 入札参加申請書類の交付等 

    入札参加申請書類の交付の期間及び場所は、５の表に示すとおり女川

町公式ウェブサイトで行う。（窓口交付は行わないので注意すること。） 

 (３) 設計図書等の閲覧 

    当該工事に係る仕様書、図面及び契約条項（以下「設計図書等」という。）

を閲覧に供する。 

  ア 閲覧の期間及び場所は、５の表に示すとおり電子メールで行う。（窓口

での交付は行わないので注意すること。） 

  イ 設計図書等に対する質問について 

(ア) 設計図書等について質問がある場合は、質疑応答書に質疑事項を記

入の上、電子メールに添付し、５の表に示す期間内に提出することが

できる。 

(イ) 質疑事項に対する回答は、５の表に示す期間に女川町公式ウェブサ

イトで閲覧に供する。 

 (４) 入札の日時、場所等 

ア 入札の日時及び場所は、５の表に示すとおりとする。 

イ 入札参加者は、受付時に一般競争入札参加資格審査結果通知書を提示

すること。 

 

４ 入札参加資格の確認等 

(１) 入札参加申請書類 

入札参加希望者は、次に掲げる書類（アは、３の(２)により配布する様

式による。）を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

  ア 一般競争入札参加申請書(様式第１号)    １部 

  イ 特定建設業又は一般建設業の許可書の写し  １部 

  ウ 配置予定技術者に関する調書（様式第３号） １部 

  エ 委任状                  １部 

  オ 経営事項審査結果通知書の写し（最新のもの）１部 

カ 配置予定技術者の資格が確認できる書類   １部 



  キ 女川町から連絡する際の窓口となる申請者社員の名刺（電子メールの

送信先が記載されているもの、手書きも可） １部 

(２) 入札参加書類の提出期限、提出方法及び提出先 

  ア 提出方法 

・提出期限は、令和８年２月 16日（月）正午まで必着とする。 

・郵送（配達証明付郵便）に限る。郵送の際に封筒には「入札参加申請

書類在中」と朱書きすること。 

  イ 提出期限及び提出先 

    ５の表に示すとおりとする。 

(３) 入札参加資格の有無については、５の表に示す日時に、４(１)クの窓

口となる申請者社員あてに電子メールで通知する。なお、５の表に示す

日時以後に電子メールの受信が確認できない場合は、入札参加希望者は、

入札担当課に電話で問い合わせることができる。 

(４) 入札参加希望者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、

その理由を書面により問い合わせることができる。 

(５) (４)の問合せを行う場合は、その旨を記載した書面を入札担当課に電

子メールで提出すること。 

(６) (５)の問合せがあった場合は、入札担当課から入札参加資格を有する

と認められない理由を記載した書面を入札参加希望者（窓口となる申請

者社員）に電子メールで回答する。 

 

 

５ 入札日程 

手続等 期間・期日・期限 場  所 

入札参加申請 期間 女川町公式ウェブサイト 

書類交付 令和８年１月30日（金)から  

  令和８年２月16日（月)まで  

設計図書の閲覧・ 期間 電子メールにより実施 

配付 令和８年１月30日（金)から 下記アドレスに工事名を記載し、 

  
令和８年２月23日（月)まで 

  

送信すること（※１） 

umaimizu4@town.onagawa.lg.jp  

質疑の受付 期間 電子メールにより実施 

  令和８年１月30日（金)から 下記アドレスに工事名を記載し、 

  
令和８年２月10日（火)  

午前10時まで  

送信すること（※１） 

umaimizu4@town.onagawa.lg.jp 

回答書の閲覧 期間 女川町公式ウェブサイトに回答書 

 令和８年２月13日（金)から を掲載する。 

 令和８年２月23日（月)まで  



入札参加申請書類 期限 牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ 

提出 令和８年２月16日（月） 女川町役場庁舎 上下水道課 

  ※正午まで郵送必着 ※郵送（配達証明付郵便） 

入札参加資格通知 期日 電子メールにより通知 

  令和８年２月18日（水) 

午後３時  

  

入札 日時 牡鹿郡女川町女川一丁目１番地１ 

 令和８年２月24日(火) 女川町役場庁舎 ３階小会議室 

 午後１時30分～  

 ※入札書持参  

※１ 電子メール以外（窓口、電話、ファクシミリ等）の受付は行わないの

で注意すること。 

 

６ 入札方法等 

 (１) 郵送、電報、ファクシミリその他の電子通信による入札は認めない。 

 (２) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の

10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積

もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

 (３) 予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、た

だちに再度入札を行う。再度入札回数は原則１回であるが、入札執行者が

認めた場合は、この限りでない。 

 (４) 最低制限価格を下回る入札をしたものは、失格となり、再度の入札に参

加することができない。 

 

７ 入札保証金 

 免除する。 

 

８ 工事費内訳書の提示について 

 (１) 入札に際し、１回目の入札書に記載されている入札金額に対応した工

事費内訳書の提出を求める。 

 (２) 工事費内訳書の様式は、閲覧した仕様書を使用することを原則とする

が、自社の様式を使用する場合には、必ず項目（工事区分、工種、名称、

数量、単位等）は閲覧した仕様書と同様のものを記載すること。 

 (３) 工事費内訳書は、返戻しない。 

 



９ 入札の無効 

(１) 規則第４条に規定する競争入札に参加する資格を有しない者が入札し

たとき。 

(２) 入札条件に違反したとき。 

(３) 入札者又はその代理人が２以上の入札をしたとき。 

(４) 入札者が、公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合

して入札したことが明らかなとき。 

(５) その他入札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号）に抵触する行為その他の不正の行為があったとき。 

(６) 契約締結後において、上記（１）から（５）により入札が無効になるこ

とが明らかになった場合は、町の指示に従わなければならない。 

 

10 落札者の決定方法 

  予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札し

た入札者等のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、その者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれが

あって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の

価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を

もって入札した者を落札者とすることがある。 

 

11 契約保証金 

 契約の10分の１以上の金額とする。 

 

12 その他 

(１) 入札参加者は、規則及び女川町建設工事競争入札参加心得（平成15年女

川町訓令甲第28号。以下「競争入札参加心得」という。）を遵守しなけれ

ばならない。 

(２) 落札者は、入札参加申請時の「配置予定の技術者に関する調書（様式第

３号）」に記載されている者を本工事の現場に配置しなければならない。

なお、現場代理人は、監理技術者を兼ねることができる。 

(３) この工事のうち設計図書等において指定した部分を他の者に委託し、又

は請け負わせてはならない。 

(４) 落札者の決定後、この入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間

において、当該落札者は、２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった

場合には、当該請負契約を締結しないことがある。 

(５) 規則及び競争入札参加心得は、女川町公式ウェブサイトにおいて閲覧で

きる。 

(６) 本工事は、週休２日工事（現場閉所型）の対象である。 



(７) 本工事における小規模簡易ＤＢ方式の概要等については、国土交通省等

の公式ウェブサイト等を参照するか、又は、下記日程で本町が実施する

小規模簡易ＤＢ方式説明会に参加のうえで概要を十分に理解の上、入札

参加を申請すること。 

   小規模簡易ＤＢ方式説明会 

日時：令和８年２月６日（金）午後３時 30分から 

場所：庁舎２階小会議室 

手続：事前申込等不要 

 


